
独立行政法人・国立大学法人・大学共同利用機関法人等 

関係者の審議への参画について（申合せ） 

 

平成 27年４月９日 

独立行政法人評価制度委員会 

 

 

 独立行政法人評価制度委員会においては、独立行政法人・国立大学法人・大学共同利用

機関法人等に関係する委員の審議・議決への関与・参加について、外観の上からも評価の

中立性・公正性をより確保する観点から、以下のとおり申し合わせる。 

 

委員会の委員（委員・臨時委員・専門委員の別を問わない。以下同じ。）が、独立行政

法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本司法支援センター並びに日本私立学

校振興・共済事業団の助成業務（以下「法人等」という。）に係る役員又は常勤の職員、

法人等の運営を審議する外部委員、法人等の会計監査人（監査補助者、意見審査担当者を

含む。）又は法人等の会計監査人が所属する監査法人内部の同一の部門に所属している者

（以下「法人等関係者」という。）である場合、当該委員の法人等に関する委員会の審議・

議決への関与・参加については、次のとおりとする。 

 

１ 当該委員は、当該法人等に関する委員会における審議において、当該法人等に関する

意見を述べることを差し控える。ただし、委員長から求めがある場合は、この限りでは

ない。 

 

２ 当該委員は、当該法人等に関する委員会における議決に参加しない。 

 

３ 委員が法人等関係者に新たに該当するに至った場合、当該委員はその旨を委員会に報

告する。 

 

４ 以上のほか、法人等との関係上、委員会の権限に属する事項に関し判断の中立性・公

正性に疑念を生じさせるおそれがある事情がある場合は、委員は、委員長に申し出て審

議及び議決を回避することができる。 

 

５ 上記の申合せは、部会についても準用する。この場合において、「委員会」は「部会」

と、「委員長」は「部会長」と読み替えるものとする。 
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